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工事 』竣功期間伸長許可幸請書

3条ノ2第 1項の許可を受けたいので
,

中請者 所在地 広島県広島市中区小町 4番 3

名 ff 中国電力株式会社

代表者 氏 名 取締役社長  苅 口 夫|

上 総 第 3号
平成 27年 5月 18曰

山口県知事

村岡 嗣政 様

3号

公有水面F_立法第 1 ド記により,申請しま九

記

二事竣功期間伸長の内容

「着手した日から起算して3年以内Jを 「着手した日から超算して8年 8月 以内」とする。

2 工事竣功期FF3仲 長の理由

平成 24年 10月 5日 付け上総第 1号により竣功期間伸長許可申請を行っているが,許可されてい

ないため,同 申請とあわせて竣功期間仲長許・ f申 請を行う。

ユ)指定期間内に工事を竣功できなかつた理由

平成 24年 10月 5日 付け上総第 1号のⅡBの 1に記載したとおりであり,その後 6回の補足説

明において説明しているとおりである。なお,平成 24年 10月 5日 付け上総第 1号による申講に

ついて許・ fさ れていないので,平成 24年 10月 7日 以降理立てに関する工事を進めることができ

ない状況にある。

(2}指定期FH3内 曖功を|■害した要因の解消の度合

平成 24年 10月 5日 付け上総第 1号のIBの 2に記載 t′ たとおりであり,その後 6日の補足説

明において説lllし ているとおりである。

0 埋立てを継続して行う必要性

平成 24年 10月 5日 付け ヒ総第 1号のΠBの 3に記載 tン たとおりであり,その後 6日 の鶴足説

明において説明しているとおりである.

に)伸長期間の設定理由

平成 24年 10月 5日 付け上総第 1号のΠBの 4に記載したとおりであり,その後 6国の結足説

明において説明しているとおりであるが,平成 24年 10月 5日 付け 卜総第 1号による申請につい

て許可されていないので,当初申請した竣功期間内に竣功する見込みがなく,現在から3年間の期



,`・
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平成20年 10月 22日 指令平20港湾第442号

4 添付図書の国録

①実測平面図 (内容不変につき添付省路)

②設計概要説明書

③資金計画書

④処分計画書 (自 社発慟所用地として使用するため該当なし)

⑤直繭 月以内に撮影した埋立区域等の写真

⑥理立てに関する工事に要する贅飛に充てる資金の藤達方法を証する書類
⑦環境保全に関し講じる措置を記載した図書 (変更となる内容のみ識

●

以 上


